
　
住
基
カ
ー
ド
を
使
っ
て
コ
ン
ビ
ニ
で
証
明
書
の
取
得
が
で
き
ま
す
が
、こ
の

度
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
が
加
わ
り
、セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
、ロ
ー
ソ
ン
、サ
ー
ク
ル

Ｋ
サ
ン
ク
ス
の
４
つ
の
コ
ン
ビ
ニ
で
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

【
コ
ン
ビ
ニ
で
取
得
で
き
る
証
明
書
】

　
住
民
票
の
写
し
、印
鑑
登
録
証
明
書

【
必
要
な
も
の
】

　
住
基
カ
ー
ド（
証
明
書
交
付
サ
ー
ビ
ス
が
設
定
さ
れ
た
も
の
）

【
利
用
時
間
】

　
毎
日
６
時
30
分
～
23
時（
年
末
年
始
と
休
止
日
除
く
）

【
手
数
料
】

　
１
通
２
０
０
円（
※
平
成
26
年
12
月
ま
で
窓
口
よ
り
１
０
０
円
安
い
！
）

◎
ま
す
ま
す
便
利
に
な
る
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
を
、ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
成
人
す
る
と
公
的
な
証
明
書
を
提
示
す
る
機
会
が
増
え
ま
す
が
、「
写
真
付

き
住
基
カ
ー
ド
」が
あ
れ
ば
、公
的
な
身
分
証
明
書
と
し
て
利
用
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、住
民
票
や
印
鑑
証
明
を
コ
ン
ビ
ニ
で
取
得
で
き
た
り
、シ
ュ
ッ
セ

カ
ー
ド（
商
店
街
ポ
イ
ン
ト
）と
し
て
も
使
用
で
き
る
の
で
と
て
も
便
利
で
す
。

無
料
と
な
る
こ
の
チ
ャ
ン
ス
に
、ぜ
ひ
住
基
カ
ー
ド
を
お
作
り
く
だ
さ
い
。
申

請
手
続
き
お
よ
び
詳
細
は
右
記
担
当
課
ま
で
。

【
交
付
手
数
料
】　
無
料（
通
常
は
５
０
０
円
）

【
対
　
象
】　�

平
成
５
年
４
月
２
日
～
平
成
６
年
４
月
１
日
に

生
ま
れ
た
人
で
、市
に
住
民
登
録
の
あ
る
人

【
無
料
交
付
期
限
】　
３
月
31
日（
月
）ま
で

　
本
人
通
知
制
度
と
は　

　

市
が
、住
民
票
や
戸
籍
な
ど
の
証
明
書
を
代
理
人

や
第
三
者
に
交
付
し
た
場
合
に
、そ
の
事
実
を
事
前

に
登
録
し
た
本
人
に
通
知
す
る
制
度
で
す
。

　

こ
の
制
度
に
よ
り
、証
明
書
の
不
正
請
求
の
早
期

発
見
や
事
実
関
係
の
早
期
究
明
が
可
能
と
な
り
、身

元
調
査
目
的
な
ど
の
不
正
請
求
の
抑
止
が
期
待
で
き

ま
す
。

※�

こ
の
制
度
は
、事
前
登
録
者
の
証
明
書
の
交
付
を
制
限

す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
事
前
登
録
の
受
付
開
始
は
１
月
６
日
か
ら　

○
登
録
で
き
る
人

◦�

市
に
住
民
登
録
し
て
い
る
人
ま
た
は
本
籍
が
あ
る

人（
除
か
れ
た
人
も
含
み
ま
す
）

※
亡
く
な
ら
れ
た
人
の
登
録
は
で
き
ま
せ
ん
。

○
対
象
と
な
る
証
明
書

◦�

本
籍
ま
た
は
国
籍
が
記
載
さ
れ
た
住
民
票
の
写
し

（
除
票
を
含
む
）お
よ
び
住
民
票
の
記
載
事
項
証
明

書
◦�

戸
籍
の
附
票
の
写
し（
除
附
票
を
含
む
）

◦�

戸
籍
謄
本・
抄
本
お
よ
び
戸
籍
の
記
載
事
項
証
明

書（
除
籍
を
含
む
）

○
登
録
方
法

　

�　

市
民
課
お
よ
び
北
部
振
興
局・
各
支
所
福
祉
生

活
課
に
備
付
け
の
登
録
申
込
書
に
、必
要
事
項
を

書
い
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

登
録
申
込
書
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

○
登
録
に
必
要
な
も
の

◦�

本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
、住
基
カ
ー
ド
、パ

ス
ポ
ー
ト
な
ど
顔
写
真
入
り
の
証
明
書
）

◦�

代
理
人
の
場
合
は
委
任
状
、法
定
代
理
人
の
場
合

は
資
格
を
証
明
す
る
書
類（
戸
籍
謄
本
な
ど
）

○
通
知
す
る
内
容

◦�

証
明
書
の
交
付
年
月
日

◦�

交
付
し
た
証
明
書
の
種
類（
住
民
票
の
写
し
、戸
籍

謄
本
等
）お
よ
び
交
付
部
数

◦�

交
付
請
求
者
の
種
別（
代
理
人・第
三
者
の
別
）

※
請
求
者
の
氏
名
、住
所
等
は
通
知
し
ま
せ
ん
。

※�
第
三
者
と
は
、個
人・法
人・八
業
士（
弁
護
士・司
法
書

士・
土
地
家
屋
調
査
士・
税
理
士・
社
会
保
険
労
務
士・

弁
理
士・海
事
代
理
士・行
政
書
士
）の
こ
と
で
す
。

○
登
録
期
間

　
登
録
の
日
か
ら
３
年

行
政
information

住
民
票
の
写
し
等
の
第
三
者
交
付
に
関
す
る

本
人
通
知
制
度
が
２
月
１
日
か
ら
ス
タ
ー
ト問市

民
課（
☎
６
５–

６
５
１
１
）

新
成
人
へ
住
基
カ
ー
ド
を

無
料
で
交
付

フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
で
も
住
民
票
が

と
れ
ま
す

問
市
民
課（
☎
６
５–

６
５
１
１
）

問
市
民
課（
☎
６
５–

６
５
１
１
）

行
政
information

行
政
information

制度の流れ

事 
前 
登 

録 

者

交
付
請
求
者
（
代
理
人
・
第
三
者
）

市 役 所

・受付　
・登録簿

①登録申請

③交付

②交付請求

④交付の
事実を通知

住民票・
戸籍など

会議名など 内　容
11月19日（火）
第２回長浜市簡易水道事業審議会
担当課：上下水道課（☎６５－１６００）

水道の仕組みや施設ごとの現状、課題を把握するため、金居原、余呉中央、
永原中央の各浄水場を視察し、問題解決に向けた検討を行いました。

11月25日（月）
第４回観音文化ネットワーク会議
担当課：企画政策課（☎６５－６５０５）

企画展や講演会、東京藝術大学で開催予定の展覧会など、今年度の観音文
化振興に関する取組状況について事務局から報告を受け、次年度以降の取
組みについて意見交換を行いました。

11月27日（水）
第２回長浜市地域経営改革会議
担当課：人事課経営企画室（☎６５－６７０２）

今年度上半期の行政改革アクションプランの取組状況について、事務局か
ら報告を受けました。また、支所のあり方について、意見交換を行いました。

11月27日（水）
長浜市特別養護老人ホーム等移管先選定委員会
担当課：高齢福祉介護課（☎６５－７７８９）

長浜市特別養護老人ホーム「伊香の里」等を移管する法人の候補について、
申請のあった団体からの説明と質疑応答により審査を行った結果、(福)長浜
市社会福祉協議会を同候補として適当と判断しました。

11月27日（水）
第５回長浜市農業活性化プラン懇話会
担当課：農政課（☎６５－６５２２）

長浜市農業活性化プラン（案）のパブリックコメント結果について事務局か
ら説明を受け、意見交換等を行いました。また、市への提言書（案）につ
いて協議を行い、閉会後に市長へ提出しました。

11月29日（金）
第１回長浜市防災会議
担当課：防災危機管理課（☎６５－６５５５）

地域防災計画の修正方針（案）および原子力災害時における広域避難の考
え方（案）、地域防災計画の作成スケジュール（案）について審議し、いず
れも原案のとおり承認しました。

12月２日（月）
第１回長浜市都市計画審議会
担当課：都市計画課（☎６５－６５６２）

彦根長浜都市計画道路の変更について審議し、原案に同意する旨を市長へ
答申しました。また、長浜市風致地区内における建築等の規制に関する条
例の整備について、事務局から報告を受けました。

12月５日（木）
第２回長浜市高齢者保健福祉審議会
担当課：高齢福祉介護課（☎６５－７７８９）

「ゴールドプランながはま21」第６期計画の基礎資料となる生活圏域実態調
査の内容について審議し、介護保険サービスの利用状況や地域包括ケア事
業について意見交換等を行いました。

12月６日（金）
第14回長浜市景観審議会
担当課：都市計画課（☎６５－６５６２）

新たに北国街道木之本宿を特定景観形成重点区域に指定するため、市景観
まちづくり計画の変更案を審議しました。また、今年度の長浜景観広告賞
の募集について、事務局から報告を受けました。

※詳しくは、市ホームページ（http://www.city.nagahama.shiga.jp）をご覧ください。

行
政
information

行
政
information

行
政
information

「長浜市子ども読書活動推進計画（第２次）」
（素案）への意見を募集しています

市政の動き
（11月16日～ 12月15日）

長浜市景観まちづくり計画（変更案）
への意見を募集しています

　「クリーン、わかりやすい、開かれた市政」の確立のため、
市民の皆さんに市役所内で「どのような会議」が開催され、
「どのような結果」になったかを概略でお知らせします。

　
市
で
は
、平
成
20
年
１
月
に
景
観
行
政
団
体
と
な
り
、同
年
３
月
に
長

浜
市
景
観
条
例
を
施
行
、長
浜
市
景
観
ま
ち
づ
く
り
計
画
を
策
定（
平
成

23
年
１
月
変
更
）し
、長
浜
に
ふ
さ
わ
し
い
良
好
な
景
観
の
形
成
に
努
め

て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
び
、地
元
か
ら
の
提
案
を
受
け
、新
た
に
北
国
街
道
木
之
本
宿

を
特
定
景
観
形
成
重
点
区
域
に
指
定
す
る
た
め
、長
浜
市
景
観
ま
ち
づ

く
り
計
画
を
変
更
す
る
予
定
で
す
。

　
そ
の
変
更
案
に
つ
い
て
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
広
く
意
見
を
募
集
し
て

い
ま
す
。

【
募
集
期
間
】	

１
月
24
日(

金)

ま
で

【
閲
覧
場
所
】		

都
市
計
画
課
、市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー〈
本
館
１
階
、北
部
振
興
局
、

各
支
所
〉ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

【
提
出
方
法
】	

任
意
の
様
式
に
住
所・氏
名・電
話
番
号
を
明
記
し
、左
記
ま
で

　

市
で
は
、平
成
20
年
３
月
に「
長
浜
市
子
ど
も
読
書
活
動
推
進
計
画
」

を
策
定
し
、子
ど
も
の
読
書
環
境
の
整
備
と
読
書
活
動
の
推
進
の
た
め
、

家
庭・
地
域・
学
校・
行
政
が
連
携
し
な
が
ら
様
々
な
取
組
み
を
行
っ
て

き
ま
し
た
。

　

そ
の
成
果
と
課
題
を
踏
ま
え
、子
ど
も
の
読
書
活
動
を
よ
り
一
層
推

進
す
る
た
め
、第
２
次
計
画
の
策
定
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
素
案
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
の
で
、市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
広

く
意
見
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

【
募
集
期
間
】	

１
月
24
日(

金)

ま
で

【
閲
覧
場
所
】		

長
浜
市
内
各
図
書
館
、市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
〈
本
館
１
階
、北
部

振
興
局
、各
支
所
〉ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

【
提
出
方
法
】	

任
意
の
様
式
に
住
所・氏
名・電
話
番
号
を
明
記
し
、左
記
ま
で

都
市
計
画
課〈
東
別
館
２
階
〉

〒
５
２
６–

０
０
３
１	

八
幡
東
町
６
３
２
番
地

☎
６
５–

６
５
６
２　

６
５–

６
７
６
０

Eメールtoshikei@
city.nagaham

a.lg.jp

長
浜
市
立
長
浜
図
書
館

〒
５
２
６–

０
０
５
６	

朝
日
町
１
８–

５

☎
６
３–

２
１
２
２　

６
５–

３
２
８
８

Eメールtosyokan@
city.nagaham

a.lg.jp
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